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添付資料 VIII 

 

加工助剤として使用される物質に関するガイドライン 

 

（N14-2008） 

 

（ステップ 5/8 における採択のため） 

 

1. 目的及び範囲 

 

本ガイドラインの目的は、加工助剤として使用される物質の安全な使用と、食品及び食品の原材料

の調製におけるその残渣の安全性に関する情報を提供することである。 

 

2. 定義 

 

加工助剤とは、装置若しくは器具類を含まず、それ自体では食品の原材料として消費されることの

ない物質又は材料であって、処理若しくは加工過程において技術的な目的を達成すべく、原料、食

品又はその原材料を加工する際に意図的に使用するものをいう。ただし、「加工助剤」を使用する

ことで、意図的ではないが、その残渣又は派生物が最終製品中に存在することが回避できない場合

がある。1 

 

3. 加工助剤として使用される物質の安全な使用のための原則 

 

3.1 加工助剤としての物質の使用は、その使用が原料、食品又は原材料の処理若しくは加工過程にお

いて一つ以上の技術的機能を果たす場合に正当化される。加工後の食品に残る加工助剤の残渣は、

最終製品中で技術的機能を果たしてはならない。 

 

3.2 加工助剤として使用される物質は、以下を含む適正製造規範（GMP）の条件に従い使用するも

のとする。 

 

・ 使用される物質の量は、所望の技術的機能を達成するために必要な達成可能な最低限のレベル

に限定するものとする。 

・ 食品中に残る物質の残渣又は派生物は、合理的に達成可能な範囲まで減らすべきであり、健康

上のリスクをもたらしてはならない。 

・ 物質は食品の原材料と同様の方法で調製し、取り扱う。 

                                                   
1 コーデックス委員会手続きマニュアル、「セクション I：コーデックス委員会の目的の定義」 



 

3.3 加工助剤として使用される物質の安全性は、その物質の供給者又は使用者によって立証されるべ

きである。安全性の立証には、その物質を GMP の条件に従い加工助剤として使用することによる意

図しない又は不可避の残渣についての適切な評価が含まれるべきである。 

 

3.4 加工助剤として使用される物質は、食品用の品質であるべきである。このことは、コーデックス

委員会が推奨する同一性及び純度に関する適用規格、又はそのような規格が存在しない場合には、

責任ある国内期間又は国際機関若しくは供給者が策定した適切な規格に準拠することにより立証で

きる。 

 

3.5 加工助剤として使用される物質は、「食品の微生物基準の設定と適用に関する原則（CAC/GL 

21-1997）」に従い設定された微生物学的適用基準を遵守し、「食品衛生の一般原則に関する国際実施

規範勧告（CAC/RCP 1-1969）」及びその他の関連のコーデックス文書に従い調製し、取り扱うべきで

ある。 

 

5.0 表示 

 

5.1 加工助剤として使用される物質の表示は、コーデックスの「販売される食品添加物の表示に関す

る一般規格（CODEX STAN 107-1981）」及び「包装食品の表示に関する一般規格（CODEX STAN 

1-1985）」の要求事項に従うべきである。 


